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あらためて「消費者教育」を考える

ト ピ ッ ク ス

消費者庁と文部科学省が共管する消費者教育推進法に基づき、平成 25年 6月、「消費者教育の推進に関す
る基本的な方針」が閣議決定されました。その中で掲げられたのが「誰もが、どこに住んでいても、生涯を
通じて、様々な場で消費者教育を受けることができる機会を提供する」という施策の考え方です。

誰もが

様々な場で

そんな社会づくりが「消費者教育の推進」です！

生涯を通じて

消費者教育を
受けられる

地域

職域

学校

家庭
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消費者教育の内容は本当に幅が広いものです。学校教育でいえば家庭科と社会科（公民分野）に相当しま
すが、生活のあらゆる領域が消費者教育の対象であることを考えると、生徒指導や学級担任の先生方にも深
く関わってくるでしょう。
よく誤解されるのですが、消費者教育は他の「○○教育」のように限定された一分野を指すものではあり

ません。自立した消費者として社会の中で生きていくことのできる「人づくり」のためのトータルな教育な
のです。そのため、消費者教育は、幼児期から高齢期まで各段階に応じて体系的に実施する必要があります
（3頁「消費者教育の体系イメージマップ」参照）。

▲

消費が持つ影響力の理解▲

持続可能な消費の実践▲

消費者の参画協働

▲
商品安全の理解と危険を
　回避する能力

生活のあらゆる領域が消費者教育の対象

「社会を生きる力」を培う

商品等の安全

▲

選択し、契約することへ
の理解と考える態度▲

生活を設計管理する能力

生活の管理と契約

消費者市民社会の構築

▲

情報の収集・処理・発信能力▲

情報社会のルールや情報モ
ラルの理解▲
消費生活情報に対する批判
的思考力

情報とメディア

▲

トラブル
　対応能力

消費者問題
出前講座
受付中です !!

講 座 内 容 最近の消費者トラブル事例と対策　など

講 座 日 時 原則、年末年始（12月 29日～ 1月 3日）を除く
午前 9時～午後 5時までです。
土・日曜日もご要望に応じて調整します。

講座の時間 1～ 2時間程度
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対 　 象 県内に在住するおおむね 10名以上の団体・グループ等
（各学校へも要望に応じて伺います）

費 用 負 担 講師派遣にかかる旅費・謝金は不要（※寸劇等複数名派遣の場合は旅費をご負担いただくことがあります。）

そ の 他 会場手配、開催周知および当日の準備、片付け、受付等は申請団体でお願いします。

申し込み先 島根県消費者センター（県消費とくらしの安全室）　☎ 0852-22-5103
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このような消費者教育を実現するためには、教育機会を提供することのできる様々な立場のひとたちが連
携をする必要があります。消費者行政部局、教育委員会、学校現場のほか、福祉・法律・消費者団体や事業
者団体などが互いに連携して、「誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で消費者教育を受
けることができる」地域社会を作ることが求められています。
島根県では、今後、こうした地域作りに取り組んでいきます。

幅広い主体が連携

各種全国組織

地方行政
地域

各省庁 国
消費者教育推進会議

消費生活センター
（消費者教育センター）

消費者教育
人材育成の拠点

消費者団体

事業者団体

福祉関係団体

推進会議の地域開催

都道府県・市町村

消費者教育推進地域協議会
＝地域の多様な担い手の結節点

等

文部科学省 消費者庁

連携

相談員

福祉
部局

民生
委員

商工
部局

学校・
教職員

NPO

事業者

消費者
団体 事業者

団体

学識
経験者

法曹
関係者

社会福祉
主事

介護
福祉士

教育
委員会

消費者行政
部局

支
援

国民生活センター

コーディネーター
コーディネーター

コーディネーター
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　「消費者教育」と一口にいっても、対象者も内容も実に幅が広いもの。何を使いどのように教
えたらいいのか、インターネットで参照できる「考えるためのヒント」をいくつかご紹介します。

■消費者教育ポータルサイト（消費者庁）
http://www.caa.go.jp/kportal/index.php

　消費者教育の基盤として消費者庁が提供する総合情報サイト。冊子教材やオンライン教材、
授業等で使う小道具類、講座情報や消費者教育の実践的な取組などが紹介されています。「教員・
講師のための消費者教育ティーチングガイド」は、それぞれの年代に応じた教育の内容・方法
についての手引き書として、消費者教育のヒントが一杯詰まっています。

■地方公共団体における消費者教育の事例集（消費者庁）
http://www.caa.go.jp/region/pdf/130628_torikumi_1.pdf

　学校における消費者教育を含め、全国の様々な個性的取り組みが紹介されています。（PDF
ファイル）

■だまされないゾウくん Twitter（島根県消費者センター）
https://twitter.com/Shimane_CIC

　島根県消費者センターでは
Twitterを重要な情報発信手段
として活用しています。速報
性の高さを活かし、島根県内
で発生した悪質商法など消費
者被害に関する情報は Twitter
で真っ先に周知を図っていま
す。行政機関や報道機関のリ
ツイートにより島根県の消費
者問題のポータルアカウント
として機能するほか、消費者
問題や消費者教育・消費者行
政に関する親しみやすいエッ
セイを掲載しています。

　このほかにも、島根県消費者
センター（松江・益田）では啓
発用ビデオや DVDの貸し出しを
行っていますので、お気軽にお
尋ねください。

消費者教育
のヒント
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自立した消費者を育てる社会科学習

1.はじめに
ものや情報があふれた現代社会であるが、時にはそれらのものや情報に振り回され、正しい消費行動ができな

い場合もある。若者をターゲットとした悪質商法による被害が後を絶たず、情報料の不当請求や詐欺も急増して
いる。また、マスコミやインターネットによる情報量の増大は、消費者がその情報を十分に消化し、活用するこ
とが困難な状況を生み出している。そのため、消費者の商品に対する欲求が肥大化し、実際には必要のない商品
を購入してしまったり、悪質商法によるトラブルやクレジットカードの使い過ぎによる自己破産を引き起こした
りしている場合も少なくない。中学生が近い将来、これらの消費者問題に遭遇する危険性も十分あり得ることと
思われる。生活情報に関わる法律の改正や成立、循環型社会の形成等、消費者として学ぶべき事柄が増加してい
ることからも、学校における消費者教育の重要性は大きい。しかしながら、経済的に自立していない中学生に消
費生活の問題を真剣に考えさせることは難しい。そのため、生徒たちが自ら考え、試行錯誤しながら考える場面
を設定することで、主体的に問題を解決する消費者（かしこい消費者）とはどういうものか生徒自身が意識でき
るような授業をめざした。なお、かしこい消費者とは、単に消費トラブルに巻き込まれたり、多重債務に陥らな
いといったような狭い意味ではなく、トラブルに対処する力や情報に振り回されず、主体的に生活を設計するこ
とができる力を身に付け、合理的に行動できる消費者のことだと考えている。

2.単元のねらい
・消費者としての自覚をもち、自分たちの生活と経済との関わりに関心をもつことができる。
・自立した消費者として経済のしくみをよく知り、商品選択のためにどんな情報や手段を活用すればいいか判断

ができる。
・消費者保護のための法律や制度などの知識を踏まえて、資料の中から現在の消費者問題の実態について多角的

に考えることができる。
・商品流通のしくみや価格が決定する条件が理解できる。

3.単元の指導計画
題　材　名 内　　　容

第
１
次

私たちの消費生活
家計における収入と支出の学習を行う。将来の自分のライフプランを考えることで、
収入と支出のバランスのとれた生活をイメージできるようにする。

第
２
次

消費社会と
クレジットカード

クレジットカードのメリット、デメリットを考えるという活動を通して、多重債務の
危険性やクレジットカード使用の注意点を学習する。　 

第
３
次

自立した消費者に
必要な力とは

消費者主権、法律（ＰＬ法、消費者基本法）、クーリングオフ制度の学習を通して、
自立した消費者になるためにどのような力が必要なのかグループで考え、提案できる。

第
４
次

かしこい消費者に
なるために

島根県消費者センター石見地区相談室から講師の先生を招き、実際にあるトラブルや
悪質商法の落とし穴、だまされないためにどのようなことを心がけていかなければな
らないのかについて学習を深める。

第
５
次

消費生活を支える
流通

商品の流通や流通を支える商業の働きについて理解を深めるとともに、流通の合理化
の必要性や最近増えてきているオンラインショッピングのメリット、デメリットにつ
いて学習する。

島根県社会科教育研究会
指導者　益田市立東陽中学校　小　林　裕　介
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4.授業記録

第４次　かしこい消費者になるために

学習の流れ 実施した内容

○自分のタイプを知ろう
○契約とは
○クーリングオフ制度
○トラブルの事例（ＤＶＤ）
○だまされないために

アンケートをもとに自分のタイプを知る。
契約とは何かを知る。（講師の先生のお話）
クーリングオフ制度の説明、質疑
インターネット上のトラブルなど身近な事例の紹介
パンフレットを見ながら講師の先生が解説する。

5.単元の学習を終えて（生徒の感想より）
・収入とのバランスを考えた支出計画を立てる大切さについて学んだ。バランスよく計画を立てる力もかしこい

消費者に必要な力ではないか。
・かしこい消費者になるためには、「冷静な判断」「甘い誘いに騙されない」「自分のしっかりとした考えをもつ（流

されない）」ということがとても大切だと思った。
・製造物責任法や消費者基本法などの法律やクーリングオフ制度について正しい知識をもっていることも騙され

ないための予防になる気がする。きちんと学んでおく必要がある。
・消費者問題についてある程度授業で習った時に消費者センターの方がお話してくださったので、トラブルの危

険性や予防の大切さについて、身近なものとしてとらえることができた。自分は大丈夫なんて安心せずに学習
していきたい。

6.まとめ
生徒はこの単元の学習を通して、身近に潜むトラブルの危険性や自立した消費者になるためにどのようなこと

に気を付けなければならないか、どのような知識が必要なのかについて学習を深めることができた。「かしこい
消費者」とはどのような消費者なのかをそれぞれ意識させたことで、自分自身の問題として意欲的に授業に取り
組むことができたと考えられる。また、島根県消費者センター石見地区相談室から講師の先生を招き、実際のト
ラブルの事例や最近増えてきている事例、子どもたちが巻き込まれている事例についてお話を聞いたことで、消
費者を取り巻くトラブルをより身近な問題としてとらえることができたと思う。今後の生活では、本単元で学習
したことを生かしながら、よりよい消費生活をめざして豊かなくらしを築いてほしい。

現在の社会には中学生を対象とした商品、宣伝はたくさん存在する。特に、パソコンや携帯電話の普及により、
トラブルは身近なところに存在すると考えられる。しかし、中学生は、消費者としてはまだまだ未熟な状態であ
り、トラブルに巻き込まれる危険性は高い。そのため、トラブルに巻き込まれないための学習や、万が一巻き込
まれた場合の対処法についての学習がこれからも必要になってくる。消費者教育については、本単元で終わりに
するのではなく、次の単元で起業シミュレーションを活用した経済学習を計画し、企業、消費者、投資家、労働
者の立場に立って多角的に経済を学べる授業を実施した。今後もこのような学習を授業の中に組み込み、“かし
こい消費者”として生きていくことができる生徒を育てていきたい。



実践教育事例

8

将来を見通した合理的意思決定に基づいて
自らの生活の管理・運営を図ることができる生徒の育成

～家計のシミュレーションを中心として～

1.はじめに
中学校社会科公民的分野の「（２）私たちと経済　ア市場の働きと経済」では、「身近な消費生活を中心に経済

活動の意義を理解させる」とあり、（内容の取扱い）では「…身近で具体的な事例を取り上げ、個人や企業の経
済活動が様々な条件の中での選択を通じて行われるという点に着目させる」とある。また、「イ　国民の生活と
政府の役割」の（内容の取扱い）では、「消費者の自立の支援なども含めた消費者行政を取り扱う」こととしている。
そこで、本校の研究主題「わかる・できる授業の確立と主体的な学びを創造するための学習指導」にそって、主
体的な学びを生み出すため単元の最初に実際の生活についてのシミュレーションを行い、消費生活に対する具体
的なイメージをもって学習に取り組めるようにした。

2.単元名　市場の働きと経済

3.単元の目標
消費生活に関する基本的な知識・技能を活用しつつ、将来を見通した合理的意思決定に基づいて自らの生活を

管理し、家計の適切な運営を図ることができる。

4.単元のねらい
（１）個人の消費生活に対する関心を高め、自分の消費生活を振り返り、

自立した消費者を目指す。（社会的事象への関心・意欲・態度）　
　※（２）～（４）略

5.本時の目標
・シミュレーションを通して学習意欲を高め、経済に興味・関心を持つ。
・経済活動の主体としての自覚を促す。

6.授業記録
○別掲①のようなワークシートを使い、金額を入れながら「ひとり暮らし」のシミュレーションを行った。
・１ヶ月の生活に必要であると考えられる金額について、具体的に考えたことのない生徒も少なからずおり、他

の生徒から指摘を受ける場面もあった。結果的には概ね20万円前後を考えるものが多くなった。
・「時給」で収入を得ようとすると、かなりの長時間労働になる。最初の収入希望額を多めにしていた生徒は、

１日当たりの労働時間が20時間以上になるなど、到底生活できないことが分かってくる。
・実際の生活には衣食住それぞれに経費がかかることは知っているが、どれくらいになるかはあいまいな生徒が

多かった。
・食費については１食□円×○食と考え計算できたが、そのように筋道立てて考え計算したことのある生徒は少

ない。一様に「結構かかる」との感想を持った。
・必要な光熱費に加え「通信費」が大きな額・割合になることに気づく生徒が多かった。

島根県社会科教育研究会
指導者　津和野町立日原中学校　大　野　常　馬
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7.生徒の感想
○働いて得られる収入がすごく少ない。一人あたりでこんなにかかるなら、家族みんなのを合わせるとすごい金

額になる。働くこと・消費することを考えながら、毎日の生活を見直してみたい。
○いま働きだしたとしても余裕のない生活しかできないということがよくわかった。世の中、甘くない。
○生活していくのに必要なものに結構お金がかかる。必要なもので収入がほとんどなくなり、欲しいものが買え

ない。消費も必要なものと欲しいものと分けて考えなければいけない。収入を得ることがこんなに大変だとは
思わなかった。

8.考察
この後、商品選択と広告の影響についての考察後、家計の収入と支出のところで消費者金融・キャッシング等

を取り扱った。また、単元の最後で消費者保護と行政の役割を取り扱ったが、最初に自分の生活についてのシミュ
レーションを行い、自分が働いて得られる収入をどう使うかという、より具体的な視点で実感を持って最後まで
学習できた。　「将来を見通した合理的意思決定に基づいて自らの生活の管理・運営を図ることができる生徒の
育成」を目指して、シミュレーションを取り入れた授業を試みた。授業後の感想からは、実際の生活とは異なる
にしても、労働の対価として賃金を得、その範囲内で自らの生活を成立させるには、様々な知識と合理的な判断・
決断が必要であることや、計画的で主体的な意思決定に基づく消費活動が必要であることに気づく生徒が多かっ
た。

今後も、より具体的で生徒が実感を持って意欲的に取り組める教材の開発を行うことで、合理的意思決定ので
きる生徒の育成に努めたい。
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社会の変化に主体的に対応し、
進んで生活を工夫し創造する生徒の育成
～環境に配慮した消費生活の工夫を考え、実践する活動を通して～

1.はじめに
本校は、斐伊川流域に広がる簸川平野に囲まれ、近くには宍道湖もあり、四季折々に変化を見せる豊かな自然

環境の中にあり、生徒たちはその中で生活している。身近にあるこの豊かな自然環境を守り、将来にわたって持
続可能な社会を築いていくために、自分や家族の生活を見直し、環境に配慮した消費生活について工夫し、実践
していこうとする意欲や態度を育てることをねらいとし、本題材を設定した。

環境に配慮した行動を「エコ・アクション」、その具体的な行動のための工夫や計画を「エコ・アクション・プラン」
とし、生徒自らが、自分や家族の生活が環境に直結したものであることや大きな影響を与えていることに気づき、
どのようなことを意識し、行動していくことが環境に配慮した生活を送ることになるのかを考えていく。

本題材で考えた「我が家のエコ・アクション・プラン」を冬季休業中に各家庭で実際に取り組む機会を設け、
環境に配慮した消費生活について工夫し、実践する場とする。

2.取り組みの実際
（１）題材名

（２）ねらい

（３）学習の流れ　

（４）「エコ・アクション・プラン」の作成
調理実習を想起し実習で取り組んだ「エコ・アクション」をふり返るととも

に、全国や出雲市のゴミの現状、生活排水の河川や湖への影響等に関する資料
をもとに自分たちの消費生活が環境に与える影響について考えた。

そして、自分たちの生活を見直し、環境に与える影響や負荷を減らす具体的
な方法「エコ・アクション・プラン」を考え、調理実習班や同じテーマの生徒
との意見交換を行った。

島根県中学校技術・家庭科研究会
指導者　出雲市立斐川東中学校　三　原　光　代

「環境を考えた生活を工夫しよう」

・自分や家族の消費生活が環境に与える影響について関心をもち、環境に配慮した消費生活を実践しよ
うとする。

・自分や家族の消費生活を点検し、環境に配慮した消費生活ついて考えたり、実践を通して自分なりに
工夫したりする。

・自分や家族の消費生活が環境に与える影響について理解する。

・調理実習で実践した「エコ・アクション」や「我が家のゴミ調べ」をもとに、自分や家族の生活を見直す。
・資料をもとに、生活が環境に与える影響を考える。
・自分が取り組む「エコ・アクション」のテーマを考える。
・自分が考えたテーマに合わせ、具体的な「エコ・アクション・プラン」を考える。
・自分が考えた「我が家のエコ・アクション・プラン」を家庭で取り組む。
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また、商品やサービスを選択・購入する場面での「エコ・アクション」について考えた。

（５）家庭での実践
自分が考えた「我が家のエコ・アクション・プラン」を実際に取り組む活動を冬季休業中の課題の一つと

し、各家庭での実践を行った。　自分の計画にしたがい、家族にも協力を呼びかけ、取り組んだ。

3.おわりに
今回取り組んだ「我が家のエコ・アクション・プラン」を立て、実践する活動を通して、自分や家族の生活を

見直したり、生活そのものが環境にどれだけ影響を与えているかということについて考えようとする生徒の姿が
見られた。また、生活を見直し、工夫していくことが身近にあるこの豊かな自然環境を守り、将来にわたって持
続可能な社会を築いていくことにつながっていくことにも気づき、さらに自分にできること、これから取り組ん
でみたいことを考えることができた。

今後は、この活動が今回だけに終わらず、継続した取り組みになるような学習活動の工夫をすすめていきたい。
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＜お問い合せ先＞
島根県金融広報委員会事務局
〒690-8553　松江市母衣町55-3　日本銀行松江支店内
TEL：0852-32-1509　FAX：0852-32-2042
http://www3.boj.or.jp/matsue/kinkoui/kinkoui.html

編集・発行／島根県・島根県教育委員会　平成26年3月発行

〒690-0887 松江市殿町８番地３ 島根県市町村振興センター５階

島根県環境生活部環境生活総務課消費とくらしの安全室

TEL（0852）22-5103　　FAX（0852）32-5918

ホームページURL〔http://www.pref.shimane.lg.jp/shohi_kurashi/〕

本紙に対する御意見・御要望を

お寄せください

島根県金融広報委員会からのお知らせ

お金に関する知識や能力を身につけていくことは、人が生きていくうえで欠かせません。金銭・
金融教育は、子どもたちの「生きる力」を育成するうえで大切な教育です。
島根県金融広報委員会では、社会に出る前にすべての子どもが通う学校において、児童・生徒の
成長段階に応じた金銭・金融教育を行うことが必要と考え、各種学校における授業や講演会、教員や
ＰＴＡ向けの研修会、親子行事等に無料で講師を派遣しています。

▼金銭・金融教育とは？

金銭教育
○物やお金を大切にすることを通して、
　正しい金銭感覚を養う
○働くことを尊ぶ考え方を身につける

金融教育
○金融・経済に関する正しい知識を習得する
　＜金融教育の 4つの分野＞
　　①生活設計・家計管理
　　②経済や金融のしくみ
　　③消費生活・金融トラブル防止
　　④キャリア教育

※環境にやさしいベジタブルインクを使用しています。

子どもと保護者がお金について楽しく学ぶ
「おこづかいゲーム」の模様

▼テーマ事例

●私たちの生活とお金
お金はどのように家庭に入ってくるのだろう？
私たちの生活のためにどんなお金が使われているの
だろう？
お金の価値を知って、よりよい「お金」の使い方を
考えてみよう。

●カレー作りゲームに挑戦しよう
限られた予算の中で、カレーの材料を買う方法を考
え、金銭感覚を養おう。
また、物を買う時の基本的な態度や意思決定する力
を身につけよう。

●おこづかい帳をつけてみよう
おこづかい帳のつけ方を学び、おこづかいを計画的
に貯めたり有効的に使う習慣を身につけよう。

●どうする？お年玉の使い方

●私の命を育んだお金はいくら？
生まれてから高校（中学）を卒業するまでに、どの
くらいお金がかかっているのか計算してみよう。

●受験のための経済学
自分の進路にかかる経費を計算し、授業や学生生活
に関する価値を経済的側面から考えてみよう。

●ひとり暮らしの生活費
●インターネット、携帯電話のトラブル事例
いつでもどこでも気軽に利用できる便利なインター
ネットや携帯電話も、使い方を誤るとトラブルに。
無用なトラブルを回避する知識を身につけよう。

●将来の夢とお金の関係
●クレジットカードの仕組みと多重債務
●金融商品のリスクとリターン

金銭・金融教育の講師（ゲストティーチャ―）を派遣します

小学校向け 中学校、高等学校向け


